
自然災害と原子力災害との複合災害時における現実的な避難方法等の検討を求め

る意見書 

 

本年１月１日に発生した令和６年能登半島地震では、石川県内において、多数の家屋の

倒壊や火災による焼失があったことに加え、ライフラインが長時間途絶するといった事態

が生じ、住民が自宅に留まり続けることが困難となった。また、道路の寸断等に加え、多

数の孤立地域が発生し、その解消に長い時間を要した。 

本市においても、液状化現象による道路の陥没などの被害が生じており、地震と原子力

災害との複合災害時には、原子力災害対策指針に示された屋内退避や避難等は困難ではな

いかといった不安の声が上がっている。 

原子力規制委員会では、今後、外部専門家や現場の経験がある自治体などを加えた検討

チームを設置し、屋内退避の解除や避難等への切替えの判断の考え方などについて議論し

ていくこととしているが、能登半島地震の状況を鑑みれば、国として、降雪時の過酷な避

難状況も想定するなど、自然災害と原子力災害との複合災害時における現実的な避難方法

等についても検討することが重要である。 

よって、国においては、住民の安全と安心を確保するため、自然災害と原子力災害との

複合災害時における現実的かつ実効性の高い避難方法等について検討した上で、防災基本

計画や原子力災害対策指針等の必要な見直しを行うよう、強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

 

 

 

 

令和６年３月 22日 

新潟県佐渡市議会議長 近 藤 和 義 

 

 


